
大項目 中項目 評価内容 評価視点 自己評価(概要・今後の課題）

0 1 2 3 コメント

１．教育理念・目的の独自性 0 1 2 3 １）

ＪＣＨＯの使命に基づ
いた学校独自の教
育理念・目的をもっ
ている

ＪＣＨＯの地域医療・地域包
括ケアの要となる人材育成の
方針に基づいた自校の独自
性を教育理念・目的に明記し
ている。

 本校は、JCHOが掲げる「地域医療・地域包括ケアの要となる人材育成の方針」を踏まえ、地域に根
ざし、多職種と連携しながら主体的に判断・行動できる看護師の育成を教育理念・教育目的に明確に
位置付けている。
 特に、本校の教育の独自性として掲げている「自律」は、学生が自己の役割を理解し、対象者の生
活背景や地域特性を踏まえて看護を実践できる力を育成することを意味しており、地域包括ケアシス
テムにおいて求められる看護師像と合致している。
 新カリキュラム編成にあたっては、教育理念・目的がJCHOの人材育成方針と整合しているかを改め
て確認し、表現や内容の修正を行った上で、引き続き「自律」を中核概念として位置付けている。
 以上より、本校はJCHOの地域医療・地域包括ケアの要となる人材育成方針に基づいた独自性を教育
理念・目的に明記し、継続的に検証・改善を行っていると評価できる。

0 1 2 3

自校の教育の独自性として掲げている
「自律」について教育目的・ディプロ
マポリシー、そして各学年の到達目標
にも提示されており、学生自身が常に
意識しつつ学習と評価するシステムが
構築されている。

２．教育理念・目的の適切・妥
当性

0 1 2 3 ２）
教育理念・目的が社
会の要請に対応して
いる

社会のニーズ等を踏まえた看
護専門職の育成を目指し、
医療・介護等の現場から情
報収集し、年一回以上教職
員で検討する場を設けてい
る。

本校の教育理念・目的は、医療・介護を取り巻く社会の変化や現場のニーズを踏まえ、看護専門職
として求められる能力の育成を目指して設定されている。
新カリキュラム編成時には、教育理念・目的およびディプロマ・ポリシー（DP）、カリキュラム・ポ
リシー（CP）について教職員で検討を行い、社会の要請に対応できる内容となるよう見直し・整理を
行った。

また、医療機関や実習施設からの意見聴取、学生の実習評価等を通じて現場の状況を把握し、教育
理念・目的の妥当性について教職員で継続的に検討している。
以上より、教育理念・目的は社会の要請に適切に対応しており、妥当であると判断している。
また、本校は自律した看護師の育成を理念しており、社会のニーズとして高学歴化もある。そのた

め、次年度よりダブルスクール制度を実施しニーズに応じた学校となるように考え放送大学と連携協
定を結んだ。

0 1 2 3

１８歳人口が減少をたどる中、受験生
確保や個別最適な学びのニーズを満た
すこととなる「ダブルスクール制度」
を一早く取り入れており、在学中のみ
ならず卒業後のフォロー体制をも考慮
している点は大いに評価できる。

３．教育理念・目的・目標の周
知

0 1 2 3 ３）

教育理念・目的・目
標は、学生、保護者
及び教職員に周知さ
れている

年度当初の新入生オリエン
テーションや保護者会で年
度目標と関連させて教育理
念・教育目標を学生、保護者
及び教職員に説明し、学生
便覧やホームページに明記
している。

 教育理念・目的・目標はホームページに掲載し周知している。
また、入学前の学生に対してはオープンキャンパスや進学説明会で、また令和7年度の入学者（入学
生全員出席）には、入学前に入学前オリエンテーションを実施し教育理念・目的・教育方針を伝えて
いる。また、入学式後には保護者に残っていただき説明をしている。その他、保護者会を1年生は今
年度2回開催し、学校の方針を伝えている。保護者会に希望者は1年生では7名ほどと少し多いが、2・
3年生になると概ね4～5名が希望される。また、保護者会の後の個別面談には、こちらから必要と思
われる学生に働きかけ、時には電話などで対応している。令和8年度入学生に対しても、同じように
周知する予定である。また、在学生に対しては実習要綱にも記載をし、実習オリエンテーションで必
ず確認をすることで何度も繰り返し理解を深め目標を意識できるように関わっている。また、随時見
ることが可能なように共有ファイルで管理し、iPad等で確認できるようにしている。

0 1 2 3

学生のみならず保護者の質も変化して
いる状況の中で、保護者会を行い、学
校と学生・保護者の連携の中で看護師
の育成が行われていることは望ましい
姿である。

0 1 2 3 ４） 教育理念・目的は目
標との整合性がある

教育目標は教育理念・目的
と整合性があり、中長期目標
も示されている。

　本校の教育目標は、教育理念・目的に基づき、看護専門職として必要な知識・技術・態度を段階的
に育成することを意図して設定されている。教育理念・目的に掲げる看護師像は、教育目標に具体化
されており、両者の間に整合性が認められる。また、教育目標は単年度の達成にとどまらず、中長期
的な視点から学生の成長を見据えた目標として位置付けられており、ディプロマ・ポリシー（DP）お
よびカリキュラム・ポリシー（CP）とも関連付けて示されている。
　これらの教育目標については、新カリキュラム編成時に教育理念・目的との整合性を確認し、教職
員間で共通理解を図った上で設定されている。以上のことから、本校の教育目標は教育理念・目的と
整合しており、中長期目標も明確に示されていると判断できる。
　また、令和６年度は新事務長と連携の上、長期目標を再設定し、中期目標に「キャッシュフローの
健全化」を追加・明文化し、目標にむけ取り組んでいる。

0 1 2 3

0 1 2 3 ５）

教育目標は、育成し
ようとする資質能力
について明確にされ
ている

教育目標は卒業時の到達度
や育成する人材像が具体的
で実現可能な記載になって
いる。

　3つのポリシーを令和元年度より明文化し、また教育目標を達成にむけて、コンセプトである
「Autonomy：自律」をどこで養うか確認しながら入学から卒業までの段階別到達目標（1年次～3年
次）を実現可能で学生にとってわかりやすいように学生の姿で作成をしている。毎年カリキュラム評
価を実施し、全体を俯瞰し問題ないか確認をしている。学年の到達度は３以上の評価であり実現可能
であると考えている。今後は皆が到達できるように学習意欲を高めること、自己効力感が低下してい
る学生に対して、大阪病院卒業生との交流を計画し、レジリエンス力を高める取り組みを今年度取り
入れたため、評価しながら継続的に行っていけたらと考える。

0 1 2 3

入学生の基礎学力の低下、コロナ禍の
影響も加味したこころの脆弱性などに
よる休退学者の増加に関して分析を行
い、課題を明確にして、個々の状況に
応じた取り組みがなされていることに
期待したい。

0 1 2 3 ６）
教育目標が達成され
ているか評価してい
る

教育目標の到達度について
評価され、年１回は見直しを
行っている。

　教育目標の達成度の評価については実習は各領域毎に行い、また全体の実習を通しての到達に関し
ても実習調整者が主となり分析し学生教育委員会で発表している。また、1年～3年までの段階別到達
目標があるため、卒業時アンケート項目に反映させアンケートを実施し、学生の自己評価を行ってい
る。すべて結果が出た段階で最終評価を例年3月に行っている。R６年度の評価結果は各学年の到達度
評価のおいてはすべて「達成できた・概ね達成できた」となり、教育目標は達成されていた。R7年度
もは3月に行う予定である。

0 1 2 3

0 1 2 3
目的・構成メンバー・役割・機
能が明記され、会議の開催
が定例化されている。

　会議運営要領は会議の種類・目的・会議開催の時期、構成メンバーは明記し、毎年問題がないか確
認している。教育活動や管理・運営に必要な会議は定例化して行えており情報共有や課題が導き出さ
れている。また、会議の役割や書記などの担当を決め積極的に行っている。特に運営会議は定期以外
にも、今年度実習は学校教育法が改定され学則変更が必要であったが、そのような時にも柔軟に運営
会議を開き決議している。
大阪病院の実習が主となるため、大阪病院の師長会の会議では教務主任が出席し実習の年間計画や学
校の連絡事項など伝え、学生教育委員会も月１回開催し、その中で、教員が参加して臨床教務会を実
施している。

0 1 2 3

実施した教育課程を評価し、
その評価結果を次の教育課
程編成に活用している。

　規程通りカリキュラム会議が今年度も4月に行っている。カリキュラムの結果から目標の達成度を
把握するとともに、学生の卒業時アンケート、自己点検・自己評価結果も踏まえて、教育理念・目的
およびディプロマポリシーの実現のために、段階的にどのような取り組みが必要か、教育活動に
フィードバックするようにしている。概ね新カリキュラムを評価するとDPは達成しており問題はな
かった。よりよくということで教育課程編成の科目内容としては今年度は、新カリキュラムである
「キャリアデザインⅡ」で学校祭の企画運営を実施内容に取り入れたが、教員と講師との連携も課題
となっていたため、確認しながら進めることができた。また、随時、教育課程を評価し施設開拓もす
すめている。
ホームカミングディで、卒業後のアンケートを実施し、臨床からもアンケートをとると、連絡・相
談・報告などの社会人基礎力を強化してほしいという声が多かった。そのため、今年度、社会人基礎
力について研究し、課題を導き出していこうと考えている。
臨地実習については附属病院内に設置されている「学生教育委員会」とともに、計画的に実習の振り
返り、実習方法・内容・指導方法の検討を行っている。
学生の状況を評価し、履修条件等の見直し等も行っている。

0 1 2 3 ８）

教育課程は、教育理
念・目的・目標と一
貫性のある内容に
なっている

教育課程は教育理念・目的・
目標と矛盾しておらず、毎年
見直しを行っている。

教育理念・目的・目標は新カリキュラム作成時に整合性など評価をし作成した。新カリキュラムの
評価は、現在のところ矛盾することなく整合性があると判断している。今年度は最終3月中に、全体
の評価を行い再度確認する予定である。

0 1 2 3

0 1 2 3 ９）
教育課程は中心とな
る概念を明確にして
構築している

中心となる概念が明らかであ
る。

　中心概念である「人間・環境・健康・看護」の4概念を2019年の学生便覧より掲載している。新カ
リキュラムが導入されるにあたり再度４つの概念を確認し、修正するとともに、「教育」というキー
ワードを概念に加え、中心概念を明文化し、便覧に記載し実施している。

0 1 2 3

0 1 2 3 考え方を示した文章がある。 0 1 2 3

学生及び教職員に周知して
いる。

0 1 2 3 11）

学修の到達について
明確な考え方と根拠
をもって教育課程を
編成している

教育理念、育成する人材像、
社会のニーズを踏まえた学科
の修業年限に対応した教育
の到達レベルや学習時間を
確保している。

　現時点では、指定規則に則った修業年限、到達レベル、学習時間数であり問題ないと判断してい
る。
　新カリキュラムでは時間数に対して規制はないが、3年間で行える時間数を3000時間程度と考え設
定し、カリキュラムを構成した。年度末には各学年でDPを評価している。

0 1 2 3

７.教育課程評価の体系 0 1 2 3
履修規定が文書で表現され
ている。

0 1 2 3

　（1）単位履修の考え方
履修規定を学生・教師に周
知している。

0 1 2 3
教育課程の評価システムが
明記されている。

0 1 2 3

評価組織の構成メンバー・役
割について明記されている。

教育課程の評価結果を
フィードバックさせる場があ
る。

教育課程の評価における倫
理的配慮が明記されている。

12）

　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院附属看護専門学校の自己評価および学校関係者評価結果

2025年度（令和7年度）評価
【評価尺度】　０：当てはまらない　１：一部当てはまる　２：概ね当てはまる　３：十
分当てはまる

評価尺度

履修規定、要件それぞれの科目設定や
狙いが明文化されている。学生便覧も
確認できた。

13） 教育課程の評価体
制が整備されている

学校関係者評価委員の評価

評価尺度

７）
毎年度の教育課程
の編成を検討する場
が組織化されている

教育課程や教育内容について常に多角
的に評価し改善がなされていることは
非常に良い考える。
「報告・連絡・相談」という看護実践
能力の前提ともいえる力の不足が卒業
生アンケート、在校生の実習評価、学
生教育委員会においても共通している
ことが明確となっており、社会人基礎
力の強化に向けて取組みを開始してい
ることは評価に値する。
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５.教育課程の活動

６.教育課程編成の考え方と
その具体的な構成

　（2）教育課程を評価する体
系

単位履修の要件とそ
の方法を明示してい
る

 履修条件等を見直しながら履修規程は学生便覧に掲載し周知している。いつでも見ることができる
ように学習管理システムのMicrosoft teamsに掲載し、より一層の周知を図っている。また、便覧の
履修規程を用い学習が及ぼす影響などチューターや学科担当、教務主任から個別的に周知徹底をして
いる。

10）

基礎分野・専門基礎
分野・専門分野の考
え方が明確になって
いる

各分野の考え方、構造図、シラバスなどは文章化し、学生便覧やシラバスに掲載し、教職員にも周
知し、学生にもファイルで配布している。
新カリキュラムでは統合分野がなくなり専門分野に在宅・統合が入り、療養の場の多様化等を勘案し
た組み立てを行った。

　教育課程の評価は教務会・自己点検自己評価委員会、運営委員会がある。また、平成30年度から学
校関係者評価を年1回行っている。このような会議の構成メンバー等については明記されている。教
育課程の評価結果をフィードバックさせる場はカリキュラム会議および学校関係者評価会議である。
　令和2年度までの学校関係者評価委員は、当校の卒業生（教育に対する知見のある人）・当校の元
教員に限定されていた。多角的に学校教育を評価してもらうためには、当校に限定せず、JCHO関連病
院で教育に対する知見を有する人・学校で教員経験のある人に変更する方がよいと考えたため、令和
3年度に学校関係者評価委員会の構成メンバーの基準を見直し、JCHO以外の外部の学校からの教員を
招き、率直な意見を聞いた。今年度も松下看護専門学校に委員をお願いした。
　学校関係者評価に関してはHPに講評を公開をするとともに、次年度の課題を明確化している。
評価における倫理的配慮に関しては、個人情報保護規定および個人情報保護方針を策定しホームぺー
ジにも記載している。また学校評価規定もあり倫理的配慮が明記されている。
今まで教務会議の中で、各々の委員会や課外活動、学年評価等について行っていたが、次年度４月よ
り、カリキュラム会議を計画的に実施すうように教務会で決定した。そのため、4月に計画の会議、8
月に前期のカリキュラム会議、２～３月に後期のカリキュラム会議を実施する予定である。そうする
ことで、つながりもわかり、俯瞰することが可能となり、よりよい評価が可能になると考える。

資料の「教育課程の評価システム」と
学校の会議規程に相違がある。「学務
会」の位置づけが明記されていないが
評価システムにはある。カリキュラム
会議の位置づけが見えづらい。

2025年度（令和7年



大項目 中項目 評価内容 評価視点 自己評価(概要・今後の課題）

　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院附属看護専門学校の自己評価および学校関係者評価結果

2025年度（令和7年度）評価
【評価尺度】　０：当てはまらない　１：一部当てはまる　２：概ね当てはまる　３：十
分当てはまる

評価尺度 学校関係者評価委員の評価

2025年度（令和7年

0 1 2 3 講師による評価をしている。

全科目の授業アンケートを学生より実施しデータ化している。また、専任教員に関しては科目の自
己評価を行い、学生による授業評価結果と照らし合わせながら、客観的に分析し、改善点や良かった
点を明確にし次へ活かすことができるようにしている。

また、可能な限り外部講師へも授業アンケート結果をフィードバックし、授業評価を行っていただ
いた。（講師に同意を得て実施）
JCHO大阪病院の講師に関しては、一人の講師の回数も少ない、また少ない回数の中で複数の講師に割
り振りをしていることある。個々が直接学生のアンケート結果に反映されないということもあり、師
長会・副学校長と相談の結果、学生の評価をふまえ、必要時に教員より講師へ結果を講義担当師長等
に提示し改善に努めていただいている。また、授業後に講師の方の意見を吸い上げるようにしてい
る。

講師全員の評価を行っていただくことは現実難しく、回数が少ない講師（5回以内）には口頭で確
認を行い必要時には意見を取り入れている。その評価として学生の授業態度に関することやシラバス
の内容についての意見があり、学生にフィードバックしたり、シラバスや授業内容を修正している。
今年度も講師と話し合い、学生の授業内容について精査していただいている。

0 1 2 3

講師の評価を確認できた。調整をした
科目の担当講師評価コメントがあれば
なお良い。

実習指導者会議・附属病院
及び卒業生が勤務する病院
関係者による評価をしてい
る。

　大阪病院の学生教育委員に教員が入り、実習指導者会議を行っている。そこで病棟の教育担当看護
師が一貫して本校の実習の打ち合わせから評価を聞き、委員会で検討することで、学生の特徴が理解
でき、より今の学生に適した指導につながっていると考える。今年度はそこに教育的な視点も踏まえ
て実習調整者が委員に入っているため、レクチャーを取り入れるなどし、指導者の質向上の取り組み
をした。
　実習に関するアンケート調査結果は、実習の良い点や改善点を明確にし、授業評価を行い次年度に
向けて必要時看護部に相談したりなど活かしている。特に実習のアンケート結果で悪い内容に関して
は、副学校長、教育担当師長もしくは実習病棟師長にタイムリーに報告し、必要時は対応していただ
いている。今年度もすべての実習アンケートに関しては大阪病院教育担当師長にデータ化しお渡しし
ている。
　学校関係者評価に関しては、必ず大阪病院の教育担当師長に評価をいただいている。

0 1 2 3

担当科目に精通した教員が
専門性を発揮できるよう、担
当科目と時間配分をしてい
る。

0 1 2 3

科目別担当講師一覧で確認できた。ス
ペシャリストの活用はとても良い。
キャリアビジョンにつながる。

附属病院から専門性のある
講師の協力が得られる。

0 1 2 3
自己研鑽ができる時間・資源
を確保できるよう努力してい
る。

学会１回は出張として認められていた。教員が自己研鑽し看護の質が高められるようにしたいこと、
大阪府の補助金を活用し半額給付を受けていることもあり、２回まで出張として認めていただけるよ
うに働きかけけ承認が得られている。また、教員間で連携し調整を行うことで研修の時間を確保して
いるため、全員が１回以上の学会およびセミナー・交流会を受講しており自己研鑽に取り組んでい
る。

0 1 2 3

教員が希望すれば、病院等
で臨床研修を受けられる仕
組みがある。

病院等で臨床研修を受けるしくみはあり、必要時、依頼できる環境ではある。現教員は教員のキャリ
アもあり、病院で研修をうける必要性は特になかった。評価視点にある希望もなかったため活用して
いない。しかし、今年で1名退職のため次年度は新しい教員が他のJCHOから来るため、本人と話合い
研修制度を活用し、実習指導がスムーズに実施できるようにしたいと考えている。

0 1 2 3
養成所の教育理念・目的・目
標、実習要項の内容を実習
施設へ周知している。

0 1 2 3

臨地に実習指導者が配置さ
れ定期的に病棟スタッフも学
実習環境が整備されている。
（休憩施設・看護用具・ｶﾝﾌｧ

0 1 2 3

定期的に指導者会議・学習
会を開催し、随時連絡をとり
実習調整し、年度末には翌
年の指導方針を話し合いして
いる。

0 1 2 3

指導者と教員の役割を明記
している。

実習指導教員が必要数配置
されている。

0 1 2 3

患者への倫理的配慮に関す
るガイドラインを作成し、事前
に受け持ち患者又はその家
族の同意書を得ている。

　大阪病院で実習するにあたっての誓約書を作成し、学生は書類にサインをしている。他の施設実習
である精神医療センター、訪問看護ステーション等は施設の誓約書を使用しサインしている。昨年度
働きかけにより、病院の入院時のパンフレットや病院のホームぺージに新たに包括同意の旨を記載し
ていただき、受け持ち時には同意を得たことをカルテに記載するように周知することとなった。今年
度も継続しており、同意の元すすめている。

0 1 2 3

情報管理規定に基づき、学
生は情報管理を遂行してい
る。また規定の見直しを行っ
ている。

　今まで、実習に関しては要綱に記載しオリエンテーションをしていた。「個人情報保護規定」およ
び「個人情報保護方針」も作成・施行し便覧に掲載もしている。毎年、実習要綱、便覧を作成時に見
直しを行っている。
看護探究セミナーの目的にも「倫理に基づく看護実践を行うために、専門職業人としての責任・責務
を養う」としており、3学年がセミナーを受け、倫理について深める機会を作っている。
　コロナやインフルエンザ等、症状がなく出席停止の場合はオンラインで学習環境を整えているため
授業に対するICT活用、SDGｓも意識し、紙での配布をなくし授業資料が基本データ提示となったため
その誓約書も作成し情報管理を意識しながらICTを活用している。今年度は逸脱して注意をした学生
はいない。
また、今年度より学生個人のセキュリティカードとなった。セキュリティカードの取り扱いのマニュ
アルを作成し学生自身が厳重に管理するとともに、実習後、不要時には教員が回収・管理し特に問題
はなく運用できている。

0 1 2 3
インシデント発生時のマニュ
アルを作成し、実習前後に安
全教育を実施している。

　インシデント等が発生した場合の報告ルート等は実習要綱に記載している。
実習前オリエンテーションや実習後の振り返りで、実習場で起こりやすい医療安全に関連したテーマ
でGWを計画し実施している。今年度はセーフティーⅡに関しても意識して振り返りを行い、メタ認知
力を上げるよう教育している。また、１年生の基礎看護学実習Ⅰでは実習後に研修時間を設け「良い
ことリフレクション」と題し振り返りを行い、学生のメタ認知のみでなく達成感、事故効力感、看護
のやりがいや意欲を向上させるように働きかけている。

0 1 2 3

インシデント等の情報が速や
かに報告され分析をし、指導
者・教員・学生が共有し再発
防止に取り組んでいる。

 ヒヤリハット報告を日々のミニカンファレンス時の最後に確認をすることで、日々意識をするよう
に働きかけをし、メタ認知力を育成している。また、各自が報告することで、グループ全体に周知し
振り返りを行い予防に努めている。必要に応じてインシデント・アクシデントレポートを記載し、リ
フレクションサイクルで振り返りを行い、その振り返りを指導し今後の対策を明らかにしている。
　適宜、実習調整者よりクラス全体に終礼を活用し周知することで、再発防止に取り組んでいる。
臨床には、まとめた集計結果を学生教育委員会に提示し、学生の傾向を理解してもらうとともに、関
わり方への課題を明確にしている。また、臨床指導者研修partⅠでも医療安全の講義を行い、学生の
傾向を理解し対応を考え再発防止している。

学生に傷害保険加入の必要
性を説明し、学生が傷害保
険に加入している。

　年間1回、3月に保険担当教員より説明を行い、4月には学生保険Willの２以上に全員加入してい
る。また、加入していることを実習施設にも説明を行っている。保健担当が窓口となり必要時、再度
説明や申請手続きの説明をしている。

0 1 2 3

感染症予防と拡大防止のた
め４種抗体価確認と結核罹
患の確認及び免疫未獲得時
はワクチン接種を勧奨してい
る。

　医療従事者のためのガイドラインに基づいた大阪病院の「新入職者に対する職業感染予防のための
に指針」に基づき入学時に4疾患（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）の予防接種歴を確認しフロー
チャートに沿って抗体をつけて実習に望むようにしている。HBに関しては健康診断の採血で抗体価を
確認している。
　B型肝炎ワクチン、インフルエンザワクチンについては、学校で接種を計画し実施、その他４疾患
については学生に説明し安全に実習ができるよう早期に接種をするように働きかけをしている。その
ため、今年度の３年の実習生までに全員必要なワクチン接種はできている。
　この件は入学前の手紙および便覧に記載している。
次年度より、ワクチンの担当が小児科部長より感染症内科の部長に変更となった。現在、連携し情報
提供しながら計画しHBワクチンやインフルエンザワクチンに関しては日程が決定し、計画通り進める
ことができると考える。

0 1 2 3

体調不良時、遅刻・早退・欠
席時は教員に相談・連絡・報
告するような体制の確保及び
学生自身の健康管理への動
機づけを行っている。

　学生便覧には細則の中で、欠席・欠課に関する内容、連絡について明記している。また、休日や夜
間の緊急時はMicrosoft　teamsでの連絡をするようにオリエンテーションをしている。
　実習中は早出の教員が責任を持って担当している。
　日々、健康管理の動機付けを朝礼時やHR、実習前オリエンテーション時など随時行っている。
　今まで、新型コロナウィルス感染症マニュアルがあり５類になっても適宜改定をして活用していた
が、次年度より便覧上に記入するのみで対応できると考え変更予定である。
　また、学生の状況により気になる場合は学生自身や保護者と連絡をとりフォローしている。教務主
任、学科担当、チューター、実習担当など適宜、その学生の指導内容に合わせフォロー体制を整えて
いる。

0 1 2 3

シラバスや実習要項は授業
内容と一致しており、授業評
価を実施し、毎年見直してい
る。

　シラバスには、授業内容と授業時間、担当教員、実務経験、授業回数ごとに授業内容と授業方法、
教科書や参考図書、評価方法を記載するようにし、内容を充実させている。
　外部講師には、シラバスの内容の見直しがないか確認し必要時依頼・提出していただいている。
新カリキュラムでは、DPとの関連もわかるようにDPの番号を記載している。また、他の講師が、どの
内容を何コマ担当するのかなどもわかるように講師名を記載し、毎年問題ないか教員全員で見直しを
行っている。
　実習要綱に関しても同様である。また、授業評価も毎年カリキュラム評価の中で問題ないことを確
認している。
　今年度は科目のシラバスにDPの番号が記載されているが、そのDPの偏りがないかなども分かりやす
くするために科目がどのDPにつながっているのか分かりやすい一覧表を作成した。それを見ても、偏
りなどなく問題ないと評価した。また、次年度からの授業アンケートについて、学生にDPについての
理解度を聞くアンケートとし、より一層カリキュラム評価ができるような仕組みを作ろうと話し合っ
ている。

0 1 2 3

仕組みはできている。毎年授業評価を
行っているが入学後3年間の教育目標と
どうリンクして成長できるのか評価指
標として入れることで学生への動機づ
けや次年度の授業内容の検討に結び付
けやすい。

授業内容間の重複や整合性
が（実習場所も含めて）調整
されている。

　授業内容は科目目標と一貫性はある。ただし、内容が重複するものもあるが、それは、重要視され
るところで意図的である。新カリキュラムではマトリックスを作成・検討し段階的に何をどう学ぶか
整理している。
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10．科目目標と授業内容との
一貫性

22）

授業内容は科目目
標と 一貫性のある適
切な内容になってい
る
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９.学生の看護実践体験の保証

17）
実習施設としてふさ
わしい学習環境であ
る

　大阪病院の実習に関しては臨床教務会を年8回、他の施設や病院に関しては実習前に実習要綱を用
いて打ち合わせを行い、本校の教育理念・目的・目標を理解いただいている。実習病棟および学生配
置人数については、母体病院に関しては教育担当師長にも相談しながら決定している。
　また、教員と連携をとり学習環境を整えている。学生教育委員での課題である指導者のみでなく病
棟全体で学生教育をするという意識が定着するように教育委員が働きかけを行っていただいている。
大阪病院以外の実習施設においても、学習環境が整えられている施設を活用できている。

20）
臨地実習における安
全対策が整えられて
いる

書類内で確認できた。

傷害保険の加入について確認した。

21）
適切な感染予防対
策や管理体制が整
えられている

COVIDの資料が2023年から更新されてい
ない→５類になったので他の感染症と
ともに整理している。

19）
ケアを受ける対象者
の権利を保障する体
制がある

規程等確認できた。

実習要項等確認できた。
病棟スタッフがカンファレンスに出席
できないことが多くなっている場合の
学生の振り返り学習等の穴埋めはどう
しているか。
→学生と教員で行い、補填が必要な内
容は指導者へ後ほど伝え情報や意見を
共有してもらっている。

18）
臨地実習指導者と教
員の協働体制が整っ
ている

 大阪病院の学生教育委員会に実習調整者の教員１名が委員として入り、また会には教員全員が出席
して臨床教務会を開催し実習の打ち合わせや評価を行っている。病院の委員は病棟教育担当者であ
り、GWなども取り入れ実習に対して意見や課題を導き出している。また、実習中は随時連絡を取り調
整を行っている。今年度は委員のGWの後に実習調整者である委員よりレクチャーなども取り入れ指導
に関する学習を深めた。
　指導者と教員の役割については、新カリキュラムで全領域の役割がわかるように指導指針を作成し
た。また、役割について明確にするために「教員と臨床指導者の具体的役割」を作成している。
　実習指導教員数は確保されている。また、今年度教員の数と同様の病棟数に調整いただき、教員が
１病棟ずつ担当することで、学生対応や調整などに対応しやすくはなった。

各領域の指導指針はわかりやすく良い
と思う。

16）
教育の専門性を高め
るための環境作りに
努力している

オンラインやオンデマンドで工夫しな
がら自己研鑽されている。

臨床研修等の仕組みの規程はあるか、
規程があれば活用しやすくなるのでは
ないか→規程は特になく必要性や希望
がある場合に看護部に依頼・調整して
いる。

15）
担当科目にふさわし
い人材を配置してい
る

　高等教育修学支援制度申請時に実務経験の有無を確認してホームページに掲載している。
「看護師養成所の運営に関する指導ガイドライン」に定められている所定の履歴書を記載していただ
き専門性を確認し、学校で保管している。国際看護の授業にミャンマーなどにいかれた方に体験をも
とに講義をお願いしたり、病態治療論や成人看護論の血液・造血器に関しては、より専門性の高い住
友病院の医師・看護師に講義を依頼している。
　院内の講師に関しては、副学校長と相談し講師の派遣を依頼している。また、新カリキュラムで
は、最前線で活躍する経験豊富な医師や看護師に講義を依頼することとした。特に認定看護師や専門
看護師などに講義をしていただくことで、専門的かつキャリアデザインも描けるように組み立ててい
る。

14） 学校関係者による評
価体制がある
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８.教員の指導体制の整備

　（2）教育課程を評価する体
系



大項目 中項目 評価内容 評価視点 自己評価(概要・今後の課題）

　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院附属看護専門学校の自己評価および学校関係者評価結果

2025年度（令和7年度）評価
【評価尺度】　０：当てはまらない　１：一部当てはまる　２：概ね当てはまる　３：十
分当てはまる

評価尺度 学校関係者評価委員の評価

2025年度（令和7年

0 1 2 3
授業案の検討会を開催して
いる。

0 1 2 3

指導・助言を授業案に活かし
ている。

授業前後に評価を実施し、
授業案に活かしている。

　基礎看護技術演習など複数名の教員で授業や演習をするものは実施後、評価の視点を確認しあい平
等で妥当な評価としている。また、そこで授業方法などの見直しをしている。その他、各自教員がア
ンケートや小テストなどを行い評価をし、次に活かすことができるようにしている。

必要に応じて他の教員と協
力し、授業展開をしている。

　全ての演習や技術試験において、応援が必要なものに関しては朝のミーティングもしくは教務会で
検討し授業内容・方法を選択し協力を得ている。専門領域においても必要時同様で、今年度も成人看
護技術や母性看護技術の演習で協力体制を整えている。

0 1 2 3
科目終了時に学生授業評価
を行っている。

　講義・実習ともに終了時に科目の授業アンケートを学生から実施しているため、問題ないと評価し
ている。しかし、授業評価アンケートを紙での配布をなくしたことで、回収率が下がっており、今年
度も回収率を上げるために、学科担当から働きかけを行う必要があった。他の専門学校や大学より回
収率は高いが、今後の課題でもある。そのためアンケートの時間の確保や結果反映の伝達などを行
い、アンケートを実施する意義がわかるように働きかけが重要と考えいる。

0 1 2 3

科目終了時に教師の自己評
価を行っている。

　専任教員の授業科目においては、教員の自己評価を行った上で、学生の授業アンケート結果も用い
て授業評価を行っている。専任教員以外の外部講師にも可能である講師からは授業評価をうけること
ができている。
　内部兼任の講師に関しては、役割分担をして講義していることもあり、多くのコマ数を担当してい
ないため、授業後に口頭で意見を聞いて必要時、授業に反映できるように調整している。また、教育
を専門にしているわけではないため、授業アンケートでの評価からの自己評価は負担だとの意見があ
り、話し合った結果、それらに関しては教員が結果を確認した上で相談・検討するようにしている。
学生には、授業アンケートを建設的に記載するようにオリエンテーションしている。
　今年度は授業アンケートの回収率が悪かったりで、アンケート結果の集計が遅くなり、タイムリー
な評価ができていなかった。今後に課題である。

テスト結果に対する評価を
行っている。

　看護技術の実技試験や実習評価に対しては教務会で評価している。実習評価では臨床教務会で評価
結果を伝え、臨床からも実習評価の意見を聞いている。
また、単位認定会議においても再試験が多い科目の評価に関して指導をうけることもあり、その意見
をききながら評価をし改善に向けて動いている。

学生の授業評価・教員の自
己評価・テスト評価を検討す
る場がある。

授業評価を教育課程編成及
び教育方法に活かしている。

0 1 2 3
評価方法、評価基準及び評
価結果を学生に提示してい
る。

　学生便覧　学則の第6章　第23条に授業科目の評価・修了の認定に関して記載している。科目の評
価に関してはシラバスに評価の方法を記載しており、実習に関しては全領域、ルーブリックを用いて
いることを実習要綱に記載している。ルーブリックは学生の姿が基準であり、4となるための学生像
が明文化されているため、自己教育力を育むことができる。
　また、評価結果においては、以前は学籍番号と結果〇×△で掲示していたが、点数と学年全体のグ
ラフ（人数を記載したもの）を渡すことで、自分がどの位置にいるかを理解でき、自己評価すること
で課題を明確にできるように変更している。またこれは、個人情報を保護することにも繋がると考え
る。

0 1 2 3

模範解答が一定期間掲示さ
れている。

　終了時試験の解答を成績発表翌日まで閲覧できるようにしており、履修規程第16条にも内容を明文
化している。試験問題は自己学習を促すために、持ち帰ることができることとしている。

演習や実習の評価を複数人
の教員または指導者で行っ
ている。

　実習においては師長・指導者、看護教員三者合意としている。60点以下になる場合は教務主任や実
習調整者と確認し、妥当性を複数人で評価している。また、何が不十分なのか備考欄に記載してい
る。昨年度の学校関係者評価で、演習・実習の最終責任者がわかりにくりとあったが、演習・実習の
評価責任者は基本的にはその担当教員であるが、最終責任者は教務主任であると考えている。

演習・実習の評価は公平・妥
当な評価を目指し、基準の見
直しを行っている。

　随時、評価の基準については、評価項目が妥当であるか、看護師に求められている項目の表現など
問題ないかなど教務会で基準の見直しをしている。今年度は昨年度に成人・老年看護学実習Ⅲや基礎
看護学実習で評価基準の見直しを行い変更しており問題ないと評価し昨年度からの変更は行っていな
い。技術試験に関しては、終了後に必ず評価の難しかったところなどを確認し合い、評価が公平に行
えるよう、評価者によって差が出ないようにしている。

学生からの評価に関する異
議・申し立てができる機会を
設けている。

履修規程第16条に成績評価異議申立を明記し、学生にも周知している。特に教員が結果を説明する技
術試験に関しては、結果を伝えたあとに、異議申し立てがないか確認をしている。

１４．管理者の経営方針の明
確化

0 1 2 3 26）
管理者が学校運営
の考え方を明確に
もっている

管理者は中長期の将来構想
を示し、学校運営の方針を周
知させている。

　中長期の将来構想が2024年度～新たに明文化し、教員に周知している。その中長期目標や学校関係
者評価の課題から学校目標を設定し取り組んでいる。

0 1 2 3

１５．組織体制 0 1 2 3
教育活動が機能するような組
織図である。

0 1 2 3

役割定義書がある。

職員に周知している。

0 1 2 3 28）
学校運営に関する会議
の目的等が明確化され
ている

各種会議の目的、構成員、
開催時期が明記されている。

　各種会議の目的・開催時期・構成員を明記し作成している。今年度もその規程に則り行い問題な
い。

0 1 2 3

0 1 2 3 29）
各種会議の議事録
は適切に管理されて
いる

議事録は文書管理規定及び
個人情報保護法に基づいて
管理されている。

　事務関連の書類については、独立行政法人地域医療機能推進機構法人文書管理規定第19条に基づき
作成している。
　永久保存の対象は、学籍簿・入試問題の原本、卒業証明書発行控え、入学試験判定綴りとしてい
る。会議毎にファイリングし、決められた場所に保管し一覧表を作成している。教務会関連の会議録
の保存期間も独立行政法人地域医療機能推進機構法人文書管理規定を参考にしながら、保存期間を定
め、表にし、いつでもだれもが確認できるようにしている。

0 1 2 3

0 1 2 3
教職員の任用基準が明文化
されている。（採用基準・人数
等）

0 1 2 3

任用基準を遵守した配置と
なっている。

0 1 2 3
危機のレベルに応じ、教職
員、学生の行動が明確に明
文化されている。

　危機のレベルに応じた教職員や学生の行動は便覧に記載している。また、教務室内のホワイトボー
ドに、その日の災害発生時の責任者や避難誘導係などわかるようにし、早出の教員が確認・変更する
ようになっている。
　看護管理者に必要な災害対策の研修（日本看護協会主催）に教員1名が参加した時に、災害別とし
てのマニュアルは必要なく、ただし学生の安否確認は、学校側が行う必要があることを確認した。大
阪病院の「安否確認アプリ」を学生も使用できるようにしており、管理者として教務主任が登録され
ており、そこに防災担当教員も管理できるようにお願いをし、今年度体制を整えた。次年度より、こ
れを学校の災害訓練時に活用し、実際に活用できるように訓練をする予定である。

0 1 2 3

防災訓練を定期的に実施し
ている。

　災害訓練は例年1～２回実施するように企画運営しており、2025年度は4月に１回火災訓練、9月の
大阪880万人訓練を活用し訓練を行った。
　防災担当教員が学生が主体的に動ける訓練を目標として実施し、学生が観察者となり評価する仕組
みを作っている。
　現在大阪病院の訓練に患者役として参加しているが、大阪病院で多くの期間学生が実習をしてい
る。より実践に即し、実習時の訓練なども想定し災害時にどう学生が動くのか等、学生や教員が参加
する訓練を次年度企画し、実習時の体制整備を行っていくことが課題である。また、災害時の学生の
応援や病院が学校に応援にくる組織づくりも検討していく。

0 1 2 3 財政基盤の根拠が文章とし
て示されている。

　JCHOでの財政基盤の根拠が示された文章がある。また、中長期目標も作成し、収入と支出の予測な
どがされ計画が明示されている。 0 1 2 3

次年度の予算策定時、附属
病院との検討がされている。

　毎年、予算策定時に看護学校事務長（大阪病院事務部長）に相談をしながら、予算申請している。

職員が自校の財政状況を周
知している。

　財務関係に関して、本部で開催される看護学校運営会議、所属長や師長会議後には、必ず教員にも
申し送りを行うとともに、資料を回覧している。また、経理課と連携をとり学校損益状況を確認しな
がら計画的に購入し、経費も教職員に伝えている。そのことにより、教職員の学校損益状況に関する
関心も高まっている。

OSをどのように入試につなげるのか、
当校の強みは何か。
OSにきた学生層や何を知りたくて来て
いるのかを、分析を行い他校との差別
化を行う。
アンケート内容として
知ったきっかけ→インターネットとあ
るがそこで止まらず、インスタグラム
なのかこホームページなのかマイナビ
なのか。

興味を持ったきっかけ→学校の「何」
に興味を持ったか。ホームページやパ
ンフレット等の媒体ではなく中身の部
分。

看護教育の質の向
上を目指した財政基
盤の考え方が示され
ている

組織図、役割定義書あるが役割の周知
をするために教員役割一覧表により具
体的な行動基準があれば働きやすいの
では。

（4）災害など非常時の危機管
理体制の整備

31）
危機管理マニュアル
を作成している

訓練を２回実施し課題を見出してい
る。災害時教員の指示で動くのか？自
分で行動できるようにフローがあると
良い。

教務会議で評価・見直しを行う。
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27） 自校の組織図がある
　自校の組織図があり便覧にも掲載している。また随時見直しており、組織図に実習調整者を入れ、
役割・責任を明確にしている。細則第24条～33条に、学校運営の基本原則や教職員の役割を明確化し
て便覧に記載し教職員および学生に周知している。

（1）組織体制の明確化

（2）意思決定機関、システム
の明確化

（3）教職員の任用の考え方 30）
教職員の任用の考
え方が明確化されて
いる

　教職員の任用基準が明文化されており、それに基づき、人数が配置されている。今まで専任教員が
最低基準の８名であったが、昨年度より１名増員となり、今年度９名である。また、派遣で教務事務
が１名おり、任用基準を遵守した配置となっている。

１６．財政基盤 32）

他教員が同じように評価できるよう、
評価の視点があってよい（22）と同
様）

１２.評価の計画性 24）
授業についての評価
計画がある
（授業・臨地実習）

アンケートは何のためにするのか、目
的を知ることで学生に動機づけするこ
とが大切（学生も授業に参画しお互い
で学習していく）
次年度、またはその後の授業に生かす
ためにも早期に評価が必要。

実習については、学生教育委員会で実
習成果、指導の内容について評価し、
課題を見出してる。→臨床へのフィー
ドバックを早期にしていただくことで
効果的な臨床実習につながる。

１１.授業の展開過程 23）

学生のレディネスに
応じた授業内容・教
授方法を選択してい
る

　週１回以上の教務会を実施し、その中で特に演習や技術試験は必ず授業案の検討を実施している。
特に講義の中での事例などは全体の事例を把握し学習段階を考え検討している。また、再試験の多い
演習（看護統合演習Ⅰ・Ⅱ）に関しても、授業内容、評価表の検討を教務会議で行い授業に活かして
いる。
　また、昨年度授業研究を全員が行っており、その評価・課題をもち、今年度の授業をすすめた。今
年度も教員全員が授業研究をし、課題を導きだしているため次年度にも活かす予定である。
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　教員で構成する教務会議が検討し、翌年の授業内容・方法の見直しにつなげている。授業アンケー
ト結果の評価を記載し次に活かそうとしている。実習については、学生教育委員会で実習成果、指導
の内容について評価し、課題を見出してる。

１３．評価の妥当性、公平性 25）

成績評価、修了認定
基準を明確化し、評
価について公平性、
妥当性が保たれてい
る



大項目 中項目 評価内容 評価視点 自己評価(概要・今後の課題）

　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院附属看護専門学校の自己評価および学校関係者評価結果

2025年度（令和7年度）評価
【評価尺度】　０：当てはまらない　１：一部当てはまる　２：概ね当てはまる　３：十
分当てはまる

評価尺度 学校関係者評価委員の評価

2025年度（令和7年

財政に関する課題が明確で
ある。

　看護学校の受験数人数の減少は、財政に影響するので受験者数の増加に努める必要がある。
その課題を受けて受験者数の増加のため、今年度もオープンスクールを在校生に協力してもらい充実
させている。また、今までオープンスクールとしていたが、スクールとなると高校のイメージがあっ
たり、検索でヒット件数が低下するため、オープンキャンパスと変えた。インスタグラムはフォロ
ワー数も700以上となり目標は達成、ホームぺージの更新、進学ガイダンスは20件を目標に積極的に
参加している。一般入試の後期を導入し、応募者は全体ではほぼ維持もしくはやや減少である。今後
どのように受験生を獲得するのか現在検討している。
　また大阪府・JCHOに80％就職、JCHO関連病院への就職人数を増やすことも重要課題である。今年度
の卒業生に関しては、JCHO関連病院81.6％、大阪府に86.8％と目標は達成している。今後もJCHO組織
文化の醸成を行っていく。
　専門実践教育訓練講座の申請をし、14期生より活用できることとなったため、より一層、広報活動
を行い、社会人の受験者数が増えることを期待したい。
　その他、収支の詳細を分析すると、教員の人数が1名増えたことによる支出で収支がマイナスと
なっている。本校は施設費や実習費、通信費などは学校負担であり、今の授業料では外部講師の費用
にも満たしていない現状であったため、学費を見直し、財政基盤を立て直している。（学費をアップ
しても大阪府の中では３位と現在の順位と同じ）そのため、学費の詳細も記載しながらをHPに情報公
開した。

0 1 2 3
看護の専門職教育に必要な
整備計画を立案し、計画的
に実施している。

オンライン授業ができる体制を体育館や視聴覚室にも有線を整備し活用した。COVID-19感染予防の
ため、密を防ぐため使用していない化学実験室をシミュレーション室へ変更し、調理室も在宅シミュ
レーション室へ変更した。また、２階のトイレを洋式に変更、視聴覚室の浸水による汚れた絨毯の取
り換えと浸水予防を行った。また、学習環境を整えるため視聴覚室のプロジェクターの設置、3学年
教室の天吊りプロジェクターの設置、体育館の緞帳の取り換え、トイレの洋式化、防水対策の工事を
行っった。昨年度は体育館のファンコイルが破裂し水漏れを起こしたため修理を行い、その影響で視
聴覚室の天井の張替えを行った。今年度は体育館のカーテンレール修理およびを行学校非常口ドアが
開閉が硬かったため修理した。また、教室の温度にムラがあったため、ファンを購入し設置してい
る。今後の予定は在宅室の畳を変えたり図書室の絨毯の張替えを長期的に計画していく予定である。
神戸校からいただいた教材があり、実習教材に関しては充実した。今後の計画的に修繕や教材等を購
入していく予定である。

0 1 2 3

校舎は安全な環境になって
いる。（耐震・アスベスト等）

　確認した結果、耐震・アスベスト等の問題はなく、安全な環境である。

学習しやすいアメニティの整
備をしている。

　学習しやすいアメニティとしては、狭い机、硬い椅子であったものを新調している。これはグルー
プワークなどで、机を自由に配置・変更できるようにコマのついた机とした。またアクティブラーニ
ングを行うために、水性マジックや模造紙、ポストイットなどを完備している。また、教室前に熱湯
が沸かせるようにポット、図書室前に電子レンジを配置し学生の生活環境を整えている。また、図書
管理システムも導入し活用するように働きかけている。ICT環境についても、Wi-Fiがどこでも自由に
活用できMicrosoft teamsの学習支援システムを活用し、円滑な学修活動が可能となるよう配慮して
いる。
　さらに、実習室・演習室においては臨地実習を想定した設備・物品を整備（神戸校が閉校ぢた時に
頂いたことでより充実した）し、実践的な学習が可能な環境を整えている。加えて、教員への相談体
制や学習支援体制も整備されており、心理的にも安心して学べる環境づくりに努めている。

教材教具（PC、インターネッ
ト、図書、模型等）は、計画的
に購入している。

講師の声が小さくきこえずらいなどが授業アンケート結果からもわかり、教室にピンマイクと拡張ス
ピーカーを購入している。また、3年前にICT教育も必要であり、情報処理室のパソコンが古く授業に
も支障が出ていたため42台を変更し、うち5台はDVDなども視聴できるパソコンとし整備し活用してい
る。

図書に関しては計画的に本の購入をし、学生が学習をしやすい環境を作っている。また、図書管理
システムを導入、学校全体でインターネットが使用できる環境を作った。また、次年度より雑誌が１
冊廃刊となるため、新たに学生にとって必要である雑誌は何か検討し「オン・ナーシング」に決定
し、購入している。

また、電子教科書を導入しており、iPadを購入することで、複数人のオンラインでのGWが可能と
なっており、学生の学習の機会を確保できている。その他、地域・在宅実習のために介護ベッドや電
動自転車、実習室に洗髪リクラウニングチェアーなど物品購入も計画的に行い活用できている。今年
度はWEBでの国家試験問題集を購入し、教員もテストを作成し結果を閲覧できたり、今どこまで実施
できているかなど管理ができるようになり国家試験対策にも活用している。

今後は順次、患者モデル人形を計画的に購入予定である。また、採血のシミュレーターモデルなど
も購入予定である。
また、財源管理の視点からもシュミレーターや実習室使用などは大阪病院と協力できるものについて
考えており、今年度は吸引や陰部モデル等大阪病院が活用できるようにした。学校も臨床工学士の方
の授業で医療機器を活用しイメージ付けや知識の補充に努めている。

多様な教育方法を実現する
ために施設設備を創意工夫
している。

　地域・在宅室での講義を充実させるために、株式会社トーカイに介護福祉用具をレンタルし授業の
リアリティを追及している。経済面や最新の福祉用具を利用できる点で効果的である。株式会社トー
カイの営業の方が福祉用具の使い方を実習室で説明し、学生が実際に使用する体験ができた。また、
手すりなどを在宅室に付け、介護用具の体験ができるようにしている。
　そして、新カリキュラムでも地域・在宅看護学の単位数が増え重要性が注目されている。現在の調
理実習室を変更し、在宅シミュレーション室と用途変更し、在宅用ベッドなどもを購入し、在宅演習
ができるように設備を創意工夫している。

0 1 2 3
経済面において、適切な社
会資源の情報提供と相談シ
ステムがある。

　情報を随時収集し、活用可能な社会資源に関しては提示もしくはMicrosoft　teamsを活用し呼び掛
けている。経済面の相談システムは看護学校事務部としているが、時には教務主任や教員対応し、情
報を共有し対応している。高等教育支援制度に関しては申請し認定校となっており、活用している学
生も多い。
　専門実践教育訓練給付金の認定校となり、14期生は１名が活用している。今後もホームぺージや入
試案内、その他のサイトにも掲示し広報活動をして社会人も獲得し経済面での活用を働きかけていき
たい。

0 1 2 3

学生寮設置など生活環境支
援体制の整備、又は学生の
ニーズに応じた教育環境（社
会人学生の単位認定制度
等）の整備がされている。

病院の職員寮がおおよそ各学年３室程度であったが、今年度に、それを各学年５室になりように大阪
病院に依頼し15室確保していただいた。昨年までは寮は数室と広報していたが、約５室と広報できる
ようになり、地方からの受験生もやや増えている。
　単位認定制度は整備されており、入学後すぐに認定が完了するように、事前に申請ができるように
しており、概ね大卒などの学生は活用している。

学習困難者へのサポートシス
テムがある。

　チューター制度を実施しているため、担当教員が面談し学習の動機づけを実施している。
　入学生に対し、入学前に学習習慣と基礎学力の見直しをしてもらうことと、看護に関する試験をす
ることで動機付けのため、入学前教育プログラム（Benesse　進研アド）を実施している。（５回の
課題提出）。１年生と２年生は「基礎力リサーチ」（Benesse進学アド）を年２回実施した。その結
果をもとに、入学者の個人別学力や学習習慣、学習意識を客観的に把握し、学校での状況をふまえ面
談し、学習支援に役立てている。また、読解力、文章力が低下しているため事前課題として「看護の
力」を読みレポートを提出してもらうようにし、事前に把握し入学後に役立てた。
　国家試験対策に関しては、国家試験対策委員を作り１年生～３年生まで計画的に対策の組み立てを
行っている。また、学習低迷者には課題を与え支援した。また、今年度は「国家試験のための総合
データベース　看護師国家試験問題WEB」を導入することで、国家試験問題の学習状況を把握し、結
果を承認したり、学習方法の支援に役立てている。

社会的活動（ボランティア・自
治会活動等）への助言、支援
窓口がある。

　社会的活動への助言、支援窓口は教務部としている。大阪病院のボランティアには参加している。
外部には授業（地域で暮らす人の理解、小児看護学概論）の中で全員ボランティアに参加するように
働きかけを行っている。それにより、興味を持った学生もいたようである。翌年、学校祭で残ったお
菓子をどうするか話し合った際、１年次にボランティアで行った子ども食堂に持って行きたいと学生
発信で申し出があったことからボランティア精神がはぐくまれたのではないかと考える。
　また、今年度は地域支援として、小学校の研修を教員と学生、大阪病院の職員とともに実施できる
ようにつながりを持った。次年度、小学校の６年生および教職員に対しBLS研修を令和8年6月10日に
行う予定である。

0 1 2 3

学校保健安全法に基づき健
康診断を年１回実施し、定期
的に校医による健康チェック
を行っている。

　学校保健安全法に基づき健康診断を年1回実施している。教員が検査部と日程の調整、検査をオー
ダーし、結果を確認・チェックし、学校医にみてもらい結果を学生に返すという方法をとり実施して
いる。ワクチンに関する相談も行っている。学校でHBワクチンとインフルエンザワクチンは計画的に
集団接種を実施している。
　この健康診断について教員が様々な業務や調整を行っているため、大阪病院の職員と同様にJCHO神
戸の健診が活用できないか提案し、実施できることとなった。そうすることでコストはかかるが内科
健診も行ってもらえ結果も記載されるため、学生も把握しやすく学校医や教員としても管理がしやす
くなると考える。

0 1 2 3

学生相談室が設置されてお
り、利用しやすい状況（場
所、時間、守秘義務等）が作
られている。

　相談場所としてプライバシーが確保されるように、校長室や会議室、教務室内の学生相談室などを
利用している。4階の自治会室を整備し学生相談室、GWができる部屋へと変更している。
　カウンセラーに関しては大阪病院の臨床心理士の方にお願いをしている。予約制であることを学生
に周知しているが、今年度、活用していた学生は１名であった。
　また、入学後すぐに、学生に対し心理に対するアンケート（UPI)を行い、その結果に対して専任教
員が面談後、必要と判断すれば心理士の方へ繋いでいくというシステムをとり健康面の管理体制を整
備している。今年度は結果、ファローが必要と抽出された学生はいなかった。教員からチューター面
談として年３回は必ず行いフォローしている。体制は十分整備されていると考える。
　しかし、最近、相談なく急に学校を辞めたい、看護師になるのは無理と考え、自己効力感が低下し
ている学生が増えた。行っている面談やUPI、基礎力リサーチなどでは抽出できていない学生もお
り、状況を聞くと、親にも相談しておらず、学校を休んでから相談するという状況が発生している。
今の若者の特徴かもしれないが、何とか忍耐力、レジリエンス力がついたり、自己効力感を高める関
わりが課題と考え、次年度目標としたい。

0 1 2 3
関係者等に、定期的に情報
提供をする計画があり、実施
している。

0 1 2 3

必要時、関係者との連携・協
力体制がある。

0 1 2 3
附属病院との連携を踏まえた
中・長期的計画が立案されて
いる。

今までの評価をもとに、事務長を筆頭に話し合い、2024年度～の中長期目標を設定した。 0 1 2 3
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２０．教育活動に関する関係
者への情報提供

36）

教育学習活動に対
する情報を適宜、関
係者に提供し、協力
支援体制がある

　教務会で情報提供している。師長会や学生教育委員会の場を利用し情報を提供し、協力を得てい
る。また、急遽必要時には、大阪病院のベッドコントロール会議の時間を活用し報告・連携してい
る。
　保護者懇談会も行い、保護者に対しても情報提供をしている。
　今年度、２年生が成人・老年看護学実習Ⅰ・Ⅱの前や実習中に、実習に行かないと決断した学生が
多くいた。そのため、大阪病院看護部長兼副学校長にも報告・相談し、支援が必要ということで急遽
大阪病院の卒業生との交流会が決定した。これは大阪病院の教育担当師長にも相談し卒業生を推薦し
ていただいた。２月下旬に行う予定である。

１９．学生の健康管理体制 35）
学生の心身両面で
の健康管理体制の
整備がされている

チューター記録はあり、面談記録は丁
寧に記載されているがその後の支援が
どうなっているかが不明である。

スクールカウンセラーの活用が促進さ
れるように、学生への集団介入の回数
を増やすなど。

２１．将来構想 37）
中・長期的な将来構
想が明確化されてい
る

１８. 学生生活の支援体制 34） 学修継続へのサ
ポートシステムがある

OSをどのように入試につなげるのか、
当校の強みは何か。
OSにきた学生層や何を知りたくて来て
いるのかを、分析を行い他校との差別
化を行う。
アンケート内容として
知ったきっかけ→インターネットとあ
るがそこで止まらず、インスタグラム
なのかこホームページなのかマイナビ
なのか。

興味を持ったきっかけ→学校の「何」
に興味を持ったか。ホームページやパ
ンフレット等の媒体ではなく中身の部
分。

１７.施設設備の整備 33）

教育目標達成に必
要な施設・設備が計
画的に整備されてい
る

附属学校として病院との協働での購入

専門実践教育訓練給付金の認定校であ
ることの広報活動をする。入学後に
「利用できます」ということではな
く、入試前から明確に伝える。

大阪病院附属という強みをどのように
生かすか。（連絡会、交流会など）

退学・休学は何が問題であるか分析が
必要。自己効力感をあげる取り組みも
必要であるが、人間力・学習力をどう
育てるかも課題である。

看護教育の質の向
上を目指した財政基
盤の考え方が示され
ている
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１６．財政基盤 32）



大項目 中項目 評価内容 評価視点 自己評価(概要・今後の課題）

　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院附属看護専門学校の自己評価および学校関係者評価結果

2025年度（令和7年度）評価
【評価尺度】　０：当てはまらない　１：一部当てはまる　２：概ね当てはまる　３：十
分当てはまる

評価尺度 学校関係者評価委員の評価

2025年度（令和7年

毎年度の運営評価が将来構
想に活用されている。

これまで、前年度の学校目標を評価し翌年度の目標に反映させている。今後、細かなデータ分析がで
きるようデータベースを整えながら、客観的な分析を行いながら実績を評価し改善していきたい。

0 1 2 3 評価委員会の組織が設置さ
れている。

0 1 2 3

評価委員会の要綱がある。

評価の資料・データを整理す
るシステムがある。

　各評価項目毎に関連する資料をファイリング、データで保管するようにしている。

評価結果の公表に関する
ルールが明記され公表して
いる。

　JCHO本部が作成した自己点検・自己評価、学校関係者評価のガイドラインに基づき評価結果を公表
している。ホームページにも毎年掲載している。

評価結果を学校運営に
フィードバックするシステムを
もっている。

　前年度実施した評価結果は文章で報告するとともに、教務会において検討事項を審議し、対策等を
明らかにする体制がある。今後は行っていることを明文化するために、アセスメントポリシーを策定
し、アセスメントプランを明確化することが課題である。

0 1 2 3 学校案内・募集要項がある。
　毎年、検討・確認し入学案内および募集要項を作成している。紙媒体を最小限とし、多くはデータ
で送信している。送信が2500件にも及ぶため、データでの送信により経費の節約にもなっており、現
在のところ大きな問題はない。

0 1 2 3

入学者選抜の方針を踏まえ
た入学試験実施要綱がある。

　アドミッションポリシー（AP）やJCHO組織の病院も掲載した募集要項を作成している。学校案内・
募集要項の見直しを毎年、実施している。

入学試験実施要綱に沿って
実施している。

　入学試験の評価基準を入試後に評価し毎年確認の上、必要であれば見直しをしている。APに応じた
評価基準を設定している。

選抜方法の妥当性を評価
し、次年度に活かしている。

　推薦入学試験のみ、受験科目を、必須科目（国語）と選択科目（英語Ⅰ・Ⅱもしくは数学Ⅰ・A）
とし推薦入試を受けやすくしている。選択科目に関しては、英語と数学の平均点の差が出る可能性を
視野に入れ、事前に15点以上の場合は偏差値で調整するように決定しすぐに対応できるようにしてい
たが、今年度も問題なかった。
　応募者の確保のために、今年度は一般入試（後期）を導入した。これは大学入試の滑り止めで受け
る学生を狙ったものであるため大学の入試時期を分析し、１月31日と設定した。また、科目は受けや
すくするため国語と面接のみとした。
　全体的な受験の時期は大阪府の看護学校の入試時期を分析し、概ね昨年度の日程で問題ないと考え
た。
応募者の結果、昨年度より人数は減少した。次年度も獲得に向けて入試選抜方法を検討していく。現
在考えているのは総合選抜の導入および、科目数を減らすことも視野に入れており、運営会議で検討
する予定である。

0 1 2 3

広報媒体を適切に使い、最
新の情報を提供している。（イ
ンターネット、HP、学校案内
パンフレット、ポスター等）

　今年度よりオープンスクールという名で行っていたが、検索率が落ちることなどをふまえオープン
キャンパスに変え広報活動を行っている。
　広報担当教員をつくり、オープンキャンパス担当、HP担当、インスタグラムなどのSNS担当などと
分け、役割を明確にしている。そこで、受験生獲得にむけて、最新情報を意識しホームページを更新
したり、インスタグラムに関しては概ね週に1回以上の投稿ができ、フォロワー数も700人を超えてい
る（目標650人であった）。また、本校は駅から遠く、迷うことが多々あるため、今年度は各駅から
学校への行き方の動画を作成し投稿している。
　オープンキャンパスのチラシに関してはアプリを用いて教員が作成し、カラーコピーして配布およ
びHPにアップしている。
　その他、マイナビ進学およびベスト進学ネットと契約し、広報活動を実施した。また学校案内もマ
イナビと連携し作成している。そのため、おおよそ2500部募集要項・入学案内を配布できている。次
年度の業者に関しては評価を行い、再度マイナビ、ベスト進学を併用することに決定している。ま
た、今年度は資料請求者のデータを活用し、オープンキャンパス前にはショートメールを配信し参加
の投げかけをしたり、推薦入試前にもメールを送った。

0 1 2 3

高等学校や各種会場での学
校説明会への参加を大いに
活用している。

応募者のニーズに応じた多
様な募集形態や学校説明会
を開催している。

中・高校生の総合学習等の
受け入れは、積極的である。

応募倍率が自校で定めた基
準を下回らない。

　応募者の数は、令和７年度の応募者はやや減少している。定めた目標である「受験者数が維持でき
る」は様々な取り組みをしたが達成はしなかった。今後の課題は受験者数の確保である。オープン
キャンパスを工夫し受験率に繋げるとともに、入試形態・日程の検討をしていく。入学後はすべての
学生が全員やりがいをもって学習をすすめ、卒業できるように、休退学、留年など減少させる必要が
ある。

0 1 2 3
卒業時の「看護技術の到達
水準」を集計・分析し、今後
の課題を明確にしている。

　看護技術到達の集計を夏休みに中間評価として実施させ、後期での到達を意識できるように働きか
けている。また、1年生から学年終了時には看護技術到達の記述を行うことで、自身の課題を意識さ
せるようにしてきた。３年間の到達度を確認し、結果を本校の多くの学生が就職する大阪病院の学生
教育委員会で報告し、技術到達状況を知っていただくとともに、新人教育に活かせるように提示して
いる。
　また、到達水準を確認し、到達していない学生に対しては作成した事例を元に学内で実施させ、学
内での実施にはなるが、技術が到達できるように取り組んでいる。昨年度と比較し、未到達者の延べ
人数では186名から205名に増加しており、実践をおこなう機会が減っていると考える。新カリに変わ
り病院から地域に出ることも多く、病院で行う実践機会が少なくなっていることも考えられる。技術
が経験できる病棟配置をさらに検討することや、病院がどのように結果を活用しているのか確認が必
要であると考える。

0 1 2 3

国家試験の合格率が全国平
均を上回っており、開示して
いる。

昨年度国家試験合格率は100％であり、合格率は全国平均を毎年上回っている。全国との比較のグラ
フをつけてHPに開示していいる。在校生にも始業式で話をし、あとに続くように働きかけている。過
去10年間国家試験合格率99.7％は入学案内に記載し、進学ガイダンス等で過去65年間の合格率が高い
ことも示している。
今年度の卒業生の国家試験結果の自己採点をみると必修の最低点は42点、一般・状況の最低点は17６
点であったため、問題なく全員合格していると考えている。

到達状況の評価を運営会
議・講師会に報告し教育理
念・目的・目標、授業に活用
している。

卒業時到達状況を評価し、結果を運営会議で報告をしている。講師会は行っていないが、適宜講師に
は状況を提示し学生の授業アンケート結果をもとに働きかけを行っている。講師会については以前実
施を試みたが出席率が低く開催には至らなかった。そのため、授業の前後で意見を聞くことしてい
る。
評価結果から目的・目標を照らし合わせ問題がないことを確認している。

0 1 2 3

卒業時の進路選択に対して
相談に応じ、キャリアを含めた
人生設計を考える時間を設
けている。

0 1 2 3

JCHO病院への就職率が就
職者中８０％程度を下回らな
い。

２７.卒業後の活動状況の把握 0 1 2 3 43）
卒業生の就職先で
の活動状況を把握し
ている

卒業後の活動状況について
情報交換をしている。

　大阪病院の就職者については、何かあれば看護部と連携し情報を得たり情報提供もしている。ま
た、実習時にも、卒業生と教員は関わりを持ち、活動状況を把握したり相談にのることもある。就職
先での活動状況の把握は、他院からのハガキや、来校により話をすることが多いが、どのような状況
でも、学校側から他の病院へ就職をした学生に対し、情報交換の場があったほうが良いため、今年度
もストレスがかかる時期として7月にホームカミングデイを企画、実施している。卒業生の状況の確
認や相談にのることを行ったり、臨床へもアンケートをとり、卒業生の状況を把握ている。
　ホームページには、「卒業生の方へ」の中の同窓会のページに住所変更時に届け出をしてもらう
フォームを作成して卒業生の状況を把握しており、卒業時にはその旨のオリエンテーションを実施し
ている。時には、卒業生の声としてHPに掲載など促し、本校の
　卒業生で活躍している方との連携をとり、講師依頼（国際看護等）をしている。

0 1 2 3

ホームカミングデイ以降の卒業生の活
動状況を把握する方法は具体的には設
けていない。
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２５.卒業時の学修成果の評価 41）

教育理念・教育目標
に照らし、卒業時の
到達状況を分析的
に捉えている

看護技術実践の機会減少については今
後も増えることはないと思われるの
で、機会の減少に対する代替案を考
え、未熟の程度を改善する方法を検討
いただきたい。

附属先病院の学生教育委員会で情報を
共有しているとのことなので、どのよ
うに活用してほしいか、また習得の代
替案についても病院―学校の連携を考
えていかれると良い。
そのような取り組みが、病院附属であ
ることのメリットとして打ち出し広報
することで入試の応募動機にも刺激に
なるのではないか。

２６.教育理念・教育目的と進
路選択の状況との整合性

42）
進学、就職に関して
支援体制が整ってい
る。

　1年次に新カリキュラムで「キャリアデザイン」という科目をたて、キャリアを含めた人生設計を
考える時間を設けている。また、2年次には外部業者２社と調整を行い、協力を得て就職および履歴
書の書き方、面接に関するガイダンスを計３回、及び模擬の個別面接を３月に全員実施していただ
き、キャリアおよび就職支援をしている。また、チューター制度を活用しチューター教員が個別面談
を行うことで、学生のキャリアやニーズを捉え、JCHOの組織の魅力を伝えながら、より学生個々に合
わたアドバイスを行うことで、その学生にあった就職先を考えられるように支援している。加えて、
履歴書などの確認・指導、必要時（緊張の強い学生や、論理的対応ができない学生に対し）模擬面接
を追加で行っている。
　以上の取り組みを行っているが、大阪病院で就職試験に不合格となる学生が今年度み若干名いた。
どのような試験であったのか等、原因分析を行い、不合格後に面談をし、新たな就職先をJCHO病院を
ふまえて共に考え、学生に意向に沿いいながら支援している。大阪病院が不合格であった者も、JCHO
の他病院に就職が決まった。
　現3年生に関しては結果、JCHO関連病院への就職率および大阪府の就職率ともに80％以上のため目
標は達成した。
　また、進学者に対しても、例年チューターが相談および願書の確認や小論文の添削を行い支援を
行っているが、今年度は進学者がいなかった。
　奨学金の目的や返還義務については給付申請時に説明している。また、今年度は卒業前にも全員に
返還について説明をしている。他病院に行く学生には大阪病院の奨学金担当者より一括返金について
説明をしきちんと返還するように働きかけている。

学校生活、進学、就職等の支援につい
てチューター制をとられている。学科
担当（クラス担当）もあるとのことで
学生にとっては相談する窓口が複数設
けられておりどこに相談しても対応を
受けられるシステムになっている。
学生が混乱しないようにすること、得
たい支援を受けられる窓口の選択がで
きるように検討していただきたい。

チューターと合わない時の対処法や、
教員間の対応（数、内容）の偏りなど
についても配慮が必要と考える。
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２３．入学者の選抜の考え方 39）
選抜に対する考え方
と方法が明確にされ
ている
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入試方法の工夫がされているので、そ
の変更目的に応じた結果に結びついて
いるか経年的に評価をする。
受験者数が減少しているのは入試方法
のどの部分に関係しているのかを分析
する。

２４．広報活動 40） 応募者数の確保に
努力している

応募者確保のための努力はされてい
る。

18歳人口の減少問題もあるので、応募
者のニーズに合わせること＋自学の
ターゲット層を分析し、そのターゲッ
トからの応募者を増やす方法を検討す
る。

他社が企画する進学相談会には可能な限り出席し広報活動を行った。そのときに高校の先生への学校
説明も行い魅力を伝えた。また、様々な媒体での広報活動（YouTube、インスタグラム、学校HP,外部
業者依頼、進学ガイダンス、学校訪問、塾の訪問等）を実施している。
　夏のオープンスクールの開催は、土曜日や夕方にも開催することで、参加数を増やす取り組みをし
ており残すところ3月が今年度最後であり、昨年度から減少している。今後、在校生も接遇や説明な
どについて働きかけと、魅力を伝えられるように、社会人向けや新卒者向けなど対応別のオープン
キャンパスにするなど工夫していくことが課題である。
　募集形態に関しては、一般入試の後期を導入した。次年度は総合選抜入試や科目の検討も行う予定
であり、対象を広げる努力をしている。
 今年度、近隣の中学校からの看護学校の職業体験の依頼があり３名の生徒を積極的に受け入れた。

２２．学校の自己点検・自己
評価体制

38）

自己点検・自己評価
の組織的に取り組む
体制が整えられてい
る

　平成30年度に作成した「大阪病院附属看護専門学校　学校関係者評価委員会規則」を一部見直し、
（組織）第３条　委員会は、次に掲げる項区分から学校長が指名する委員により構成する。その中の
（３）卒業生（教育に知見を有する者）（４）元当校教員という文言を、「卒業生」「当校の教員」
と限定しないことで、JCHO関連病院・学校出身者にも委員の選出を広げることができるためである。
そのことで評価の視点も広がりが出ると考え、今年度も、他の学校の教員を委員に招き評価をしてい
ただいている。

２１．将来構想 37）
中・長期的な将来構
想が明確化されてい
る



大項目 中項目 評価内容 評価視点 自己評価(概要・今後の課題）

　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院附属看護専門学校の自己評価および学校関係者評価結果

2025年度（令和7年度）評価
【評価尺度】　０：当てはまらない　１：一部当てはまる　２：概ね当てはまる　３：十
分当てはまる

評価尺度 学校関係者評価委員の評価

2025年度（令和7年

0 1 2 3 44）
学校施設を地域へ
開放している

要請があれば学校施設を地
域へ開放するシステムがあ
り、地域住民を対象とした公
開講座を実施している。

0 1 2 3

要請には対応できている。

0 1 2 3 45） 地域との協力関係が
確立されている

地域包括ケアの担い手として
老健施設等の地域のボラン
ティア活動に積極的に参加し
ている。

0 1 2 3

地域参加の取り組みを工夫されてい
る。
内容の変更は都度必要になると予測さ
れるが継続的に行うことで地域の中の
存在となっていくと良い。

0 1 2 3
帰国子女を受け入れる体制
がある。

0 1 2 3

受け入れるための最終確認
のシステムが明文化されてい
る。

0 1 2 3 47）

留学や海外におい
て看護職につくことを
希望する学生または
卒業生に、対応でき
る体制がある

相手国言語による諸証明書
発行が随時可能である。

　英語での卒業証明書および成績証明書およびその他の書類の発行依頼は、今年度は1回依頼があり
発行している。HPで発行ができる旨がわかるよう、証明書発行申請書に英文のチェックボックスをも
うけ対応している。
　今後は新カリキュラムでも英語での卒業証明書や成績証明書が作成できるように対策しておく必要
があると考える。

0 1 2 3

対応策がある。

0 1 2 3 48）
職員の年間研修計
画が立案されている

年間の研修計画が立案さ
れ、適時必要な校内研修を
実施し、受講している。

　年間でいつ誰がどの研修にいくか、4月の時点で計画を立てている。その際に目的についても記載
し、他の教員も分かるようにして動機付けを行っている。また、随時セミナーに関する情報があるた
め、タイムリーに共有し流動的に参加している。また、必要時教務主任より促しを行っている。大阪
病院の研修にも積極的に参加しており、個々の学会参加および大阪病院の研修参加により今年度は校
内研修は必要ないと考え実施していない。

0 1 2 3

教員が自立的に研修や学会に参加され
ていた。年間の研修計画を立てる際
に、組織運営として必要な学習につい
て明確にされたほうがよい（計画に上
がっていたものは自己研鑽の研修・学
会参加が大半だったため）

0 1 2 3
服務規律が明文化され、ハラ
スメントに関する研修が実施
されている。

　JCHOとしての服務規律が明文化されそれに準じている。ハラスメントに関する研修は教員全員が本
部のWEB研修を、教務主任は本部研修を集団研修で受けている。そして、学生の個性を尊重し、威圧
的・否定的な言動（パワーハラスメント等）を慎み、心理的安全性の確保につとめ行動している。
学生の学習権を保障し、公平な学習機会を提供している。

0 1 2 3

業務の調整をして、長期研修
に参加できる体制がある

　長期研修に参加できる体制はある。今年度は必要な長期研修および本人が希望する研修などはなく
長期研修には参加していない。協力は得られる体制はある。長期研修のみでなく、学会や研修に参加
し最新の知見（看護倫理・教育法等）を学ぶ努力を継続的に行っている。

0 1 2 3 年間研究課題を設定し、取り
組んでいる。

0 1 2 3

研究成果を学校運営に活用
している。

研究成果を関連学会（誌上も
含む）に発表している。

0 1 2 3
模擬授業や授業案・教育方
法の在り方等を教員間で検
討している。

0 1 2 3

全教員が授業を公開し、事
後に評価を行う体制がある。

0 1 2 3 伝達講習、または復命報告
書を回覧している。

0 1 2 3

伝達講習、または復命報告
書の成果を教授活動に活か
している。

0 1 2 3
自己研鑽のテーマ設定に対
して助言・指導を受けられる。

0 1 2 3

学会発表・投稿論文等に対
して助言・指導を受けられる。

看護幹部研修課程・進学・職
務に関連する資格取得等に
対して職場内の協力体制が
整っている。

協力は得られ、研修に行く体制はある。面談で自己研鑽のテーマを教務主任が把握し、必要時全体の
教員にも把握してもらい支援できるように体制を整えている。学会発表時には大阪病院の倫理委員会
へ提出して助言・指導をうけ承認を得ており、体制は整えられている。
　今年度は大阪病院の倫理審査委員会に提出するフローチャートができており、そのチャートに沿っ
て教員に助言や倫理審査に提出すべきか確認しながら進めた結果、すべての研究が必要なかった。

0 1 2 3 54）
関係法令等の遵守と
適正な運用がされて
いる

保健師助産師看護師養成所
等指定規則、専修学校設置
基準等に基づき、適正に運
営し、申請や届出事項を遵
守している。

　保健師助産師看護師法法施行令第14条1項に基づき毎年報告している。
　その他、⑥国民年金保険学生納付特例申請書は月1回JCHO本部に報告、⑦学校基礎調査と学校施設
調査は5月に大阪市都市計画企画振興部に提出。⑧大阪府私立専修学校基礎調査（大阪府教育庁私学
課に5月提出）。⑨出計算書類（大阪府教育庁私学課に6月提出）など法令を遵守し適切に運用してい
る。

0 1 2 3

運用されている。

0 1 2 3 55） 個人情報を保護する
体制がある

個人情報に関し、その収集・
保管・廃棄に関する規定があ
り遵守している。

　学校における個人情報の利用目的は「学生に関する事項」「卒業生に関する事項」を学生便覧に掲
載し周知している。　実習における患者情報に関する取扱いと実習終了後のメモや実習記録のシュ
レッターに関しては実習要綱に記載している。実習記録物は卒業するまで、鍵のかかるキャビネット
で保管している。卒業時にはすべてシュレッターを行っている。
「個人情報保護規程」および「個人情報保護方針」を作成し運用しており便覧および今年度はHPにも
掲載している。
　昨年度より大阪病院が新カルテとなり、学生全員が大阪病院のセキュリティカードもち対応してい
る。そのため、留意事項の資料を作成しオリエンテーションしている。目的と管理責任について十分
オリエンテーションを行っている。また、カルテ閲覧もできるため、実習終了時に貸し出し帳を作成
しているためカードを回収し学校で保管している。現在紛失などした学生はいない。また、情報処理
室は有線でJCHOのネットワークに繋がっているため、各パソコンにドメイン名を設定し自己管理して
もらい、セキュリティの強化を行っている。

0 1 2 3

体制が作られていた。

0 1 2 3 56） ハラスメント防止に関
する規定がある

ハラスメントに関する相談窓
口や相談に必要な手続きに
ついて明文化されており、学
生へ周知している。

　学生便覧および実習要綱にハラスメントについての記載しオリエンテーションを行っている。
ハラスメントに関しては大阪病院の規程に基づいており、ハラスメントに関する学校の窓口は大阪病
院の総務企画課長とし、JCHO本部からのハラスメントに関するガイドで明文化し学生に配布し、周知
している。教員のハラスメントに関しては大阪病院のハラスメント規程に則っている。学生のハラス
メントガイドラインと教員とは違い、より対応しやすくなっている。

0 1 2 3

規程等整備されていた。

取り組み方については目標面接の機会
等が活用されていること、取り組み内
容については教員間で査読等が行われ
ていることが望ましい。
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３３．法令等の遵守

３２．教員の研究的姿勢の育
成

53）
教職員の自己研鑽
に対して助言・指導
をする体制がある

　自己研鑽のテーマ設定や投稿論文に対しては基本、教務主任が指導・助言する体制である。しか
し、各領域の教員がおり、テーマによっては他の教員が指導・助言するような協力体制である。ま
た、会議の中で指導・助言をできる状況であり、体制を整えていると評価する。

50）同様に年間の学内取り組みと教員
の学習のリンクが望ましい。

Ⅷ
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３０．教職員の資質能力の向
上

３１．教員の研究活動の推進と評価

52）
研修、学会等の成果
を他の教職員に還元
している

　復命報告書はファイルに綴じるようにし、ファイルを回覧し学びの共有をしている。また、必要時
には会議で資料を用いて伝達講習を行い、何にどう活かすことができるか検討している。しかし、今
年度は学会での学びは聞くが、情報としての知識の補充にとどまり、カリキュラム上難しかったり、
コスト的な制約があったり等で本校に取り入れることができるまでに至っていない。もしくは、次年
度とりいれようとしている状況である。今後も取り入れることができないか、創意工夫や柔軟に考え
ていこうと教員全員意識はしている。

年間に行われている研究などの内容
①リフレクションシートを用いたセイ
フティⅡの教育的取り組み
②学生交流による看護観への発展
③急性期（周術期）実習での課題
できれば担当者と年間計画を明確に
し、学内での年間取り組みとされるほ
うがよい。それらが教員の目標管理や
業務目標に反映されていることで課題
解決への取り組みの評価も可能にな
る。

51）
教員の教授活動の
能力を高め合う体制
がある

　今年度、大阪府専任教員養成講習会の教育実習の講師として協力し、2名の実習生を引き受けた。
講習生を引き受ける中で、リフレクションや授業のあり方の検討を行う機会になった。
　基礎看護技術演習、試験に関しては、教員間で教育方法のあり方を検討している。
　授業研究を今年度も学校目標に各教員が１回は行うとし、教員全員が意欲的に実施し、評価するこ
とができた。観察者の意見を聞くことで次に生かせる振り返りとなった。今後も続けて教授活動の能
力を高めあう体制として確立していきたい

授業研究は全員が取り組まれていた。
評価表などの具体的な評価点を見つけ
られず、教員からの意見が感想レベル
のものが散見された。客観評価できる
ものを導入されるほうがよいのではな
いか。
講義目標の評価が表記されていないの
で改善された方がよい。

帰国子女と外国人留学生等さまざまな
事案に対する入試対応を考えられてい
る。

49） 職員の職業倫理観
の向上に努めている

ハラスメント対するリーフレット、ガ
イドライン等は整えられていた。職員
の職業倫理感として、学生や対象者が
ハラスメントを報告することもある
が、職員間で相互で倫理的な言動、行
動について意見する体制を整えてほし
い（対象者からの報告を待って改善指
導するのではなく、普段から倫理的行
動について職員間で声をかけあえる関
係性作り等）。

50）

学校の課題を教職
員の年間研究目標と
して掲げ、計画的に
課題解決に取り組ん
でいる

前教員１名が昨年度実施した他学校との交流会の実践報告として今年度学会で発表しており、教員１
名と教務主任が共同研究者となり支援した。その結果、継続とし共同研究者である教員が主体となり
今年度２年目の交流会である事例の看護技術演習の実施に向けを１月にZOOMで交流会を行い、３月に
実施予定である。学生にとってよりよい活動を考え、学校の教員と打ち合わせを行い、実施にむけ計
画運営をしている。
　昨年に他の１名の教員が実習における安全教育について研究を行い発表したため、これを活かし、
今年度は基礎実習後の振り返りでセーフティーⅡの教育を深めていくように計画・支援している。
　このように、研究活動を行っており、研究テーマについては教員全員が把握し必要時、協力をして
いる。次年度もJCHO学会があるため、そこにも3題（社会人基礎力の育成とホームカミングディの実
施と課題、セーフティⅡの教育の実践報告など）を発表する予定であり取り組んでいる。また、その
他の学会に１名が成人看護技術の講義の実践報告をする予定である。

Ⅶ
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２８．地域社会へ貢献するた
めの体制

　要請があれば学校施設を地域へ開放するシステムはあり、今年度は訪問看護ステーションの方が研
修を実施するため実習室、体育館の施設開放の依頼があり計３日間お貸しした。
　ボランティアについては「地域で暮らす人の理解」「小児看護学概論」の科目の中で地域活動に参
加するように促し、1年次、２年次の学生全員が自身で働きかけを行い参加し、地域のニーズを知る
ことができた。今後、ボランティア活動への導入は行えているため、授業としてではなく積極的に自
ら参加できるように働きかけていきたい。
　また、福島区民まつりと大阪病院のオープンキャンパス、本校の学校祭を同じ日に行い、地域に開
放した学校祭を実施した。雨のため昨年度より30名程少なかったが、293名程参加者がみられた。さ
らに今年度は、地域・在宅看護論でフィールドワークを実施し、地域のニーズをとらえ、次年度の学
校祭の企画を考える取り組みを行った。また、学校祭で残ったお菓子を子ども食堂へ寄付するなどボ
ランティア精神が養われていると考える。
公開講座は学校前の玉川小学校のニーズをくみ取り、次年度の６月にBLS研修を６年生全員と教職員
に対して本校の体育館で実施する予定である。実施者は学校教員７名、学生2・3年生の各12名程、大
阪病院から５名程参加し実施に向けて動いている。今後もこれらの協力を継続的に地域に向けて実施
できるようにしていきたい。

２９．国際交流のための体制

46）
海外からの留学生や
帰国子女を受け入
れる体制がある

　令和4年4月1日からの便覧に外国人の受験資格を明文化している。今年度、帰国子女であることで
の入学に対する問い合わせはないが、外国人の方からは３名あり受験された。
その他、寮も本校は持っており大阪病院からの奨学金などで経済的な支援体制もある。また、就職先
も基本大阪病院に就職できるよう支援している。教育指導の観点から専任教員に加えて必要に応じて
担当する専任教員をおくことも可能と考えている。しかし、看護師という職業において自律する必要
があり、それ以外の特別な措置は必要ないと運営会議で決定した。また、学習においては、国家試験
の合格を目指すため、現行の受験資格のみでなく、日本語能力試験もN1がないと難しいという結論を
得た。2月の運営会議の中で入試について会議し、帰国子女と外国人留学生に対する入試制度（出願
書類について）を明文化し募集要項を作成予定である。


